
　高血圧などの生活習慣病は、日頃の食事が影響してきます。村の特定健診結果では重症高血圧者（160/100以上）
の割合が年々上昇しております。今回は高血圧の原因の一つである塩分摂取と熱中症について考えていきます。

おいしい減塩
キャンペーン

※スマートミールとは日本栄養改善学会・高血圧学会・糖尿病学会などの認証があり、栄養バランスや
塩分量に配慮した食事のこと

減塩啓発イベントの開催
日　時：7月4日（金）　午前10時～正午予定
場　所：役場1階 エレベーター前
内　容：スマートミール弁当50食販売、減塩あか牛漬け込み肉販売、
　　　  減塩食品サンプル配布、減塩高菜漬けの試食、減塩レシピの紹介 など

〈問い合わせ〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

①水分摂取（1日当たり目安1.2ℓ　※環境省熱中症予防情報サイト）
②農作業や運動など発汗が多い場合は、水分とともに少量の塩分を補給する。
　水分だけ摂ると血液中のミネラルが低くなることがあります。その場合は、水分とともにスポーツ飲料や経口補
水液などで塩分やミネラルを補給することが勧められますが、スポーツ飲料では糖分の摂り過ぎに注意が必要に
なります。
③食塩は高血圧の人は夏でも制限することが望まれます。（1日6g未満）
　発汗により塩分やカリウムなどのミネラルがいくらか失われますが、日本人の摂
取量平均は1日10gと多く、必要量をはるかに超えています。日頃から減塩を心
がけている人や薬を服用中の人はかかりつけ医にご相談ください。

食品 食塩量
食パン1枚
塩あめ1こ
スポーツ飲料
経口補水液

1g
0.1～0.2g
500㏄で0.5g
500㏄で1.5g

食品 食塩量
塩サケ甘口1切れ
濃い口しょうゆ
薄口しょうゆ

インスタントみそ汁

2.2g
大さじ1で2.7g
大さじ1で3g

2g

【食品に含まれる食塩量】

〈問い合わせ〉地域包括支援センター　℡0967（67）2709

　日常生活の中で、転倒に対する不安や昨年と比べて外出の頻度が減った、わけもなく疲れた感じがするなど、か
らだの衰えを感じていませんか？
　村では、通所型サービスとして「元気が出る学校」を実施しています。からだやこころの現状を捉えて、専門家に
よる介入（理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士、看護師など）の下、週1回、4カ月間参加していただきます。
栄養に関するお話や自宅でできる筋力運動の方法など、生活に活かせる知識や技術を習得できます。1回の利用料
は参加費300円、昼食代600円（合計900円）です。希望によりご自宅までの送迎も行っています。
　興味のある人は、地域包括支援センターまでお問い合わせください。

介護予防事業 通所型サービス「元気が出る学校」

〈問い合わせ〉地域包括支援センター　℡0967（67）2709

　村では、人生100年時代を自分らしく元気に過ごすために、介護予防把握事業として、65歳以上の人を対象に、
体力測定（握力、片足立ち、動作の素早さなど）を行っています。
　今年度は希望された老人会などの団体ごとに、5月からいきくま健診を開始しておりますが、その日程で都合が
合わなかった人など、どなたでも自由に参加していただけるよう、役場でもいきくま健診を行います。
　ご自身の体力年齢を知りたい人はぜひご参加ください。
•期日　7月25日（金）　※10月にも実施予定です
•時間　午前9時30分～
•場所　役場2階　大会議室
※参加を希望される人は、地域包括支援センターまでお問い合わせください。

「いきくま健診」のご案内

村HP

高血圧の人の熱中症予防について

50食
限定

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係 ℡0967（67）2704

「資格確認書等」の一斉更新の時期です

　現在交付されている被保険者証は8月1日（金）以降は使用できなくなります。マイナ保険証（健康保険
証として利用登録されているマイナンバーカード）の保有状況などに応じて「資格確認書」または「資格情
報のお知らせ」を7月中に郵送します。

　世帯主宛に「資格確認書」を簡易書留で郵送します。
　資格確認書の有効期限は「令和8年7月31日（金）」です。有効期限内に高齢受給者証の対象に
なる人（70歳到達）や、後期高齢者医療制度に移行する人（75歳到達）は、有効期限が異なる場
合がありますのでご注意ください。
　8月1日（金）以降に医療機関などに受診する際は、「資格確認書」を受付で提示してください。

■資格確認書等の更新について

　マイナ保険証を保有している人は、「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定証」の事前申請は不要です。
　マイナ保険証を保有していない人は申請が必要です。8月1日（金）以降も必要な場合は申請をしてください。
　マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ
ご利用ください。

　社会保険などに加入した場合、保険が自動で切り替わることはありません。既に社会保険などに加入
した人の資格確認書などが届いた場合、速やかに国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証について

•マイナ保険証を保有していない人

　世帯主宛に「資格情報のお知らせ」を普通郵便で郵送します。
　70歳未満の人の資格情報のお知らせの有効期限はありませんので、大切に保管してください。
　70歳以上の人の資格情報のお知らせの有効期限は「令和8年7月31日（金）」です。有効期限内
に後期高齢者医療制度に移行する人（75歳到達）は、有効期限が異なる場合がありますのでご注
意ください。
　8月1日（金）以降に医療機関などに受診する際は、「マイナ保険証」を受付の端末にて読み取り
を行ってください。

•マイナ保険証を保有している人
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